
意
見
の
聴
取

禁止命令
等の申出

※警告前置の廃止

警察本部長等

通常の
場合

ス
ト
ー
カ
ー
行
為

警察本部長等

【その他の措置】
相手方への指導・警告、被害者等の避難、被害者等への防犯指導、自宅周辺の警戒 等

※身体の安全
に係る場合職
権も可

※職権も可

聴
聞

禁止命令
等の申出

警告

刑罰法令に抵触（暴行・傷害・
脅迫・器物損壊・住居侵入等）

援助の
申出 援助

警察本部長等

警告の
申出

つ
き
ま
と
い
等

ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
に
抵
触

警
察
へ
の
相
談
等

禁
止
命
令
等

緊急の
場合

禁止命令等
違反罪

（参考）改正後ストーカー事案の対応の流れ
被害届
の提出 検挙

１年以下の懲役
又は100万円以下

の罰金

２年以下の懲役
又は

200万円以下
の罰金

６月以下の懲役
又は

50万円以下
の罰金

又は

検挙


